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　エンプティ・ボーティング（empty voting）は、共益権である議決権と自益権である経済的所有権とを分

離し、議決権に見合う経済的所有権を保有することなく議決権を行使する事態をいう。株式会社法制が株主に議

決権を付与している前提を揺るがす懸念があるが、規律のあり方は各国にとって難問となっている。
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１．�エンプティ・ボーティングとは何か

　エンプティ・ボーティング（empty voting）とは、

共益権である議決権と自益権である経済的所有権

とを分離し、議決権に見合う経済的所有権を保有

することなく、議決権を行使する事態をいう。

　エンプティ・ボーティングは、一株一議決権原

則を代表例とする経済的所有権と議決権の一致と

いう原則形に対し、経済的所有権と議決権とのず

れを何処まで許容するかという問題の一類型であ

る。「経済的所有権＜議決権」で保有する経済的

所有権が特に小さい場合がエンプティ・ボーティ
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